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角島灯台公園指定管理者業務仕様書  

 

１ 施設の概要  

（１）施設の名称  

   角島灯台公園  

 

（２）所在地  

   下関市豊北町大字角島字夢崎２３４３番地２  

 

（３）管理施設  

  ①敷地（面積）／市有地    5,585 ㎡  

  ②建物面積／展望ギャラリー  190.8 ㎡  

        観光交流施設   29.78 ㎡  

        公衆トイレ    62.42 ㎡  

  ③構造／  展望ギャラリー  鉄筋コンクリート造、２階  

        観光交流施設   木造、平屋  

        公衆トイレ     鉄筋コンクリート造、平屋  

  ④施設内容／展望ギャラリー  

１階  展示ホール（75.75 ㎡）  

厨房（13.75 ㎡）  

倉庫（20.25 ㎡）  

トイレ（22.00 ㎡）等  

２階  展望フロア（56.05 ㎡）  

        観光交流施設  

                  １階  観光交流フロア（20.76 ㎡）  

厨房（9.02 ㎡）  

        公衆トイレ（男女トイレ・身障者トイレ）  

 

（４）管理物品  

   下関市が管理する備品台帳に記載する物品  

※無償貸与。詳細については、別表１参照のこと。  
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２ 本業務の基準  

（１）展望ギャラリー及び観光交流施設の維持管理に関する業務の基準  

  ① 展望ギャラリー及び観光交流施設の設置目的が十分に達成されるよう

適切な管理運営を行うこと。  

  ② 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上を図ることができるよ

う、適正な運営に努めること。  

  ③ 効率的な運営に努め、管理に係る経費の縮減を図ること。  

  ④ 利用者が常に安全かつ安心して、また、快適に施設の利用ができるよ

う、適切な維持管理を行うこと。  

  ⑤ わかりやすい観光案内及び、情報提供を行うこと。  

  ⑥ 館内施設設備及び物品の維持管理を適切に行うこと。  

  ⑦ 管理を行う上で知り得た利用者の個人情報の保護及び防犯、防災その

他緊急時の対策について、適切な措置を講じること。  

  ⑧ 法その他関係法令（条例を含む。）、手続条例、設置条例を遵守するこ

と。  

 

（２）展望ギャラリー及び観光交流施設の運営に関する業務の基準  

  ① 休館日  

    毎週木曜日（ただし、木曜日が祝日に当たる場合は、その翌日。）及び

１２月２９日から翌年１月１日までとする。  

    なお、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得た上で、休館日を変

更し、及び施設の全部又は一部を休館することができる。  

  ② 利用時間  

    午前１０時から午後４時までとする。  

    なお、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得た上で、利用時間を

変更することができる。  

  ③ 施設の利用促進に向けた取組  

    広く市民及び観光客への灯台公園の周知、施設利用の働きかけ等を行

い、灯台公園の利用促進を積極的に取り組むこと。  
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３ 本業務の範囲  

（１）展望ギャラリー及び観光交流施設の維持管理に関する業務の範囲  

  ① 施設内警備業務  

    ・展望ギャラリーについて、開館時間外（休館日を含む。）は、機械警  

    備を導入し、施設の保安管理に努めること。  

  ② 展望ギャラリートイレ及び公衆トイレの維持管理及び清掃業務  

    ・公衆トイレとしての機能を失うことなく、常に清潔にし、良好な状

態を保持すること。  

  ③ 施設内の草刈、剪定、植栽及び清掃業務  

    ・施設敷地内の樹木、その他植栽を対象とし、施設の使用及び美観を  

維持するために必要となる草刈、剪定、植栽、清掃等を適時行うこと。  

  ④ 冷暖房設備保守点検業務  

    ・当該設備の日常巡視点検及び整備を行うこと。  

  ⑤ 付属設備、備品等保守点検業務  

    ・指定管理施設の機能を維持するとともに、利用者が安全かつ快適    

に施設を利用できるよう、設備、器具等の状態について日常的及び定  

期的に巡視点検を行うこと。  

  ⑥ 可燃物、不燃物、一般廃棄物等回収業務  

    ・施設内で発生する廃棄物については、関係法令に適合した方法で適  

    切に処理すること。  

  ⑦ 施設修繕業務  

    ・規模の大きい施設本体の改修、改造、増築及び移設については、下  

 関市が実施する。  

・施設及び設備の修繕については、消耗、劣化、破損又は故障により  

損なわれた機能を回復させるために、１件あたり５万円以下（年間合  

計１０万円以下）のものを指定管理者の負担で行うこと。  

  ⑧ 建築物及び敷地の維持保全業務  

    ・指定管理施設の機能を維持するとともに、利用者が安全かつ快適に  

施設を利用できるよう、電球、トイレットペーパー、清掃用消耗品、 

事務用品等の購入及び灯台公園に係る電気料金、水道料金（下水道使  

用料含む。）、電話料等の通信運搬費等の支払により施設の維持保全を

行うこと。  
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  ⑨ その他維持管理に必要な業務  

    ・その他灯台公園の維持管理に必要な業務を行うこと。  

 

（２）展望ギャラリー及び観光交流施設の運営企画に関する業務  

  ① 展望ギャラリーにおける企画展の開催等、施設利用促進に関する業務  

    ・展示物の入替を行うことを指標として、企画展を開催すること（下

関市が想定する目標値は、年４回の展示物の入替。）。  

  ② 観光交流施設における体験学習に関する業務  

    ・体験・加工学習を行うことを指標として、体験・加工学習を開催す

ること（下関市が想定する目標値は、年間１２件の体験・加工学習。）。  

  ③ その他運営企画に必要な業務  

    ・その他運営企画に必要な業務を行うこと。  

 

（３）その他の業務の範囲  

① 下関市の観光振興に寄与する行事、イベント等への協力  

② 灯台公園及び周辺で実施される行事、イベント等への協力  

③ 施設案内や各種問い合わせ、要望、苦情及びトラブルへの対応  

 

４ 事業計画書等の提出  

  各年度の指定管理料は、業務内容等の変動を踏まえ、毎年度予算の範囲内  

で「年度協定」にて定めるため、指定管理者は、各年度の事業計画書、収支  

予算書等を前年度の８月末日までに下関市に提出すること。  

 

５ 事業報告等  

（１）指定管理者は、毎年度末日の翌日から起算して６０日以内に、次の事項

を記載した事業報告書を作成し、下関市に提出すること。  

  ① 本業務の実施状況  

  ② 展望ギャラリー及び観光交流施設の利用状況の件数  

③ 自主事業の実施状況  

④ 管理経費の収支状況  

⑤ 事業計画書中の数値目標に対する達成率とその分析  

⑥ その他指定管理者による管理運営の実態を把握するために必要な事項  
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（２）指定管理者は、翌月の１０日までに、本業務及び経理の実施状況等を記

載した業務報告書（月報）を作成し、下関市に提出すること。  

 

６ 管理体制  

（１）本業務について、総括的な責任を持ち、利用者や外部に対して施設を代

表する管理責任者を選任すること。  

 

（２）機械設備の保守管理、施設の清掃等のために灯台公園の維持管理に必要

な職員配置を行うとともに、各種業務における責任体制を確立すること。  

 

（３）職員の配置及び勤務体制は、灯台公園を円滑に管理運営することができ

るものとするとともに、利用者の要望に十分応えられるものとすること。  

 

（４）職員の資質を高めるため、研修等を実施するとともに灯台公園の管理運

営に必要な知識と技術の習得に努めること。  

 

７ 物品管理  

（１）指定管理者が指定管理料で備品を購入するときは、あらかじめ市長の承

認を受けることとし、購入した備品は、原則として指定管理者の所有に属

する。ただし、指定期間終了後の当該備品の所有権については、下関市と

指定管理者の協議により定めることとする。  

 

（２）指定管理者は、下関市の所有に属する備品について備品台帳を備え、そ

の管理に係る備品を整理し、廃棄等の異動事項について遅滞なく市長に報

告すること。  
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８ リスク分担  

下関市と指定管理者のリスク分担はおおむね次の表のとおりとする。  

項 目 リスクの内容 

負担する者  

下関市 
指定 

管理者 

分担 

(協議) 

指定管理者

（負担限度付） 

物価の変動  

収支計画に重大な影響を与えるもの  ○     

それ以外のもの（人件費・物件費の

変動を含む。）  
 ○   

 

資金調達  

金利の変動  

資金調達不能による管理運営の中断

等  
 ○   

 

金利の変動に伴う資金調達コストの

増加等  
 ○   

 

法令等の変更  
管理運営に直接影響する法令等の変

更  
  ○  

 

税制の改正  

消費税 (地方消費税を含む。 )率等の

変更  
  ○  

 

法人税・法人住民税率等の変更   ○    

それ以外で管理運営に影響するもの    ○   

許認可等  

市が取得すべき許認可等が取得・更

新されないことによるもの  
○    

 

指定管理者が取得すべき許認可等が

取得・更新されないことによるもの  
 ○   

 

管理運営内容

の変更  

市の施策による期間中の変更  ○     

指定管理者の発案による期間中の変

更  
  ○  

 

※下関市議会

の議決  

指定の議決が得られないことによる

管理運営の開始の延期  
 ○   

 

需要の変更  

大規模な外的要因による需要変動  

 
  ○  

 

それ以外のもの  

 
 ○   
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管理運営の  

中断・中止・

臨時休館等  

市に帰責事由があるもの（施設、市

の設備や機器の不備や施設改修によ

る臨時休館）  

○    

 

指定管理者に帰責事由があるもの

（指定管理者の管理上の不備による

臨時休館）  

 ○   

 

指定管理者が行う自主事業の運営  

 
 ○   

 

それ以外のもの  

 
  ○  

 

資料・展示品

の損傷  

指定管理者の管理上の不備によるも

の  
 ○   

 

その他第三者の行為から生じたもの

で相手方が特定できないもの等  
○    

 

施設等の損傷  

指定管理者に帰責事由があるもの  

 
 ○   

 

指定管理者が設置した設備・備品  

 
 ○   

 

施設の設計・構造上の原因によるも

の  
○    

 

その他経年劣化・第三者の行為で相

手方が特定できないもの等  

（上段：１件当たり、下段：年間合

計）  

 

 
   ５万円  

   １０万円  

利用者等へ  

の損害賠償  

市に帰責事由があるもの  

 
○    

 

指定管理者に帰責事由があるもの  

 
 ○   

 

市と指定管理者の両者又は被害者な

いし他の第三者等に帰責事由がある

もの  

  ○  
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周辺地域・住

民及び施設利

用者への対応  

周辺地域との協調及び地域住民への

協力依頼に関するもの  
 ○   

 

施設の管理運営、業務内容に対する

利用者や地域住民からの要望、苦情、

反対、訴訟への対応に関するもの  

 ○   

 

それ以外のもの  ○     

指定管理者が

行う自主事業  

指定管理者が行う自主事業に起因し

て施設の管理運営に生ずる損失  
 ○   

 

指定管理者が行う自主事業に生じる

損失  
 ○   

 

セキュリティ

ー  

警備不良など、指定管理者として構

ずべき措置の不備又は錯誤、指定管

理者の職員の不法行為等による情報

漏えい、犯罪発生等  

 ○   

 

募集要項等  

募集要項等の瑕疵・不備に基づくも

の  

 

○    

 

管理運営に係

る事故  

施設の設置の不備から生じる損害に

対するもの  

 

○    

 

施設の管理運営から生ずる損害に対

するもの  

 

 ○   

 

管理運営業務において、指定管理者

に帰責事由があるもの（自動車の運

行による事故、利用者からの預かり

金品の毀損、紛失等）  

 ○   

 

業務の終了時

の原状回復  

指定期間の終了、又は指定の取消し

等により指定期間中に指定管理者の

業務を行わなくなった場合の原状回

復及び撤収等の費用  

 ○   
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※不可抗力  

不可抗力による施設・設備の復旧費

用  
○    

 

不可抗力による管理運営の中断  

（避難所開設を含む。）  
  ○  

 

その他  
市に帰責事由があるもの  ○     

指定管理者に帰責事由があるもの   ○    

※不可抗力：暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、戦乱、

内乱、テロ、侵略、暴動、ストライキ等  

※市議会の議決：このリスクは指定管理者ではなく、指定管理候補者が負担す

る。  

 

９ その他留意事項  

（１）再委託の禁止  

 本業務を一括して第三者に委託することは禁止する（一部を市の承認を

得た上で専門業者に委託することは可。）。  

 

（２）定期的な連絡調整  

    施設・指定管理者が抱える課題を共有し、解決を促進するために、指定

管理者と下関市との間で、定期的に連絡調整の場を設けることとする。  

 

（３）業務報告の聴取等  

   下関市は、灯台公園の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、そ

の管理業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を

求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることがある。  

 

（４）指定管理者の責めに帰すべき事由か否かに関わらず指定管理者が本業務

を実施しないときは、本業務の未実施により負担しない費用相当分を指定

管理料から減額することがある。 

 

（５）監査委員等による監査  

   法１９９条第１項第７項の規定による下関市監査委員の監査及び下関市

外部監査契約に基づく監査に関する条例（平成１７年条例第３６９号）の



 - 11 -

規定による監査が行われることがあるので、これに誠実に対応すること。  

 

（６）事業等の引継  

   令和３年３月３１日以前において、前指定管理者が実施を決定している

体験学習等については、原則として新指定管理者が引き継ぐこと。  

 

（７）目的外使用  

灯台公園の設置目的以外の目的のため使用する機器類等を灯台公園内

に設ける場合、指定管理者は、利用者サービスの向上の観点から、その設

置等に関する提案や考え方を下関市に説明し、承認を受けた上で所定の行

政財産目的外使用の許可を受け、下関市行政財産使用料条例（平成１７年

条例第９１号）に基づく所要の使用料を下関市に納入しなければならない。 

 

（８）災害等発生時の対応  

   災害等危機発生時には、指定管理者に協力を求める場合があるので、そ

の際は、協力するよう努めること。  

 

（９）障害者施設等への配慮  

   国等による障害者就労施設からの物品等の調達の推進等に関する法律

（平成２４年法律第５０号）の趣旨を理解し、可能な限り、障害者施設等

への発注について配慮すること。  

 

（１０）協議  

   この仕様書に記載のない事項並びに業務の内容、対応及び処理について

疑義が生じた場合は、下関市と協議すること。  
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別表１  

角島灯台公園の下関市が管理する備品台帳  

角島展望ギャラリー貸与備品一覧  

備品番号  品名  数量  単位  備考  

443130・  

479659～  

479672 

背付き椅子  15 脚   

479673～  

479677 
背付き椅子（肘なし） 5 脚   

479680～  

479682 
食堂用テーブル  3 台   

479685 ステンレス製棚  1 台  
縦 44cm×横 120cm

×高さ 80cn 

観光交流施設貸与備品一覧  

備品番号  品名  数量  単位  備考  

443109～  

443110・  

443115・  

443120 

リフレッシュチェア

ー  
4 脚  

スチールウレタン張

り  

443106・  

443112～  

443114・  

443118～  

443119 

リフレッシュチェア

ー  
6 脚  

スチール合板スタン

ド  

443124 網戸  1 枚   

443125 ガスレンジ  1 台   

443126～  

443127 
パラソル  2 本   

479686 給茶機（ｳｫｰﾀｰｸｰﾗｰ） 1 台  ﾅｼｮﾅﾙ NY-18CH3N 

 


